
機能強化計画の進捗状況（要約）　［地域銀行版］ （別紙様式３）

１．１５年４月から１７年３月までの全体的な進捗状況

２．１６年１０月から１７年３月までの進捗状況

３．計画の達成状況、４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み
★創業・新事業支援機能等の強化
  　　当行は、ニュービジネスへのサポートを多面的に展開するため、「サタデー起業塾」の開催をはじめ、産・学・官・金（金融）連携による地域結集型の『しがぎんニュービジネス支援ネットワーク「野の花応援団」』の積極
　　的な取り組みや、産学連携を新たに開始された取引先に対する産学連携奨励金「しがぎん野の花賞」の贈呈など、ニュービジネスのサポートに努めております。また、平成１６年９月には「ニュービジネスサポート室」を
　　設置し、ニュービジネスやベンチャービジネスに対する取り組みの充実・強化をはかりました。
  　　その結果、平成９年から取り扱いを開始した３，０００万円までなら無担保でもご融資する「しがぎんニュービジネスサポート資金」や「ベンチャー支援ファンド」等の平成１７年３月までの投融資実績は、２５件の８５２
　　百万円（融資１５件４６５百万円・投資１０件３８７百万円）となりました。また、平成１６年９月には、全国で初めて地方銀行単独で「新株予約権付融資」を実行し、事業の将来性を有し成長段階にある企業に対するご融
　　資手法に新たな道を切り開きました。
★取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化、早期事業再生に向けた取り組み
    　平成１５年１０月に「企業経営支援室」を新設し、取引先企業の経営改善指導に取り組んだ結果、平成１７年３月までに６１先の債務者区分の改善につながりました。今後も、「企業経営支援室」を中心に事業再生に
　　積極的に取り組んでまいります。
    　そのためにも、課題解決型営業の実践のため、法人渉外実践講座・ＦＰ実践講座を実施するなど、経営相談・支援機能において付加価値の高い業務ができるよう人材育成にも取り組んでおります。平成１７年３月
　　現在で、ＦＰ技能検定資格取得者は１，８０８名となりました。
★新しい中小企業金融への取り組みの強化
   　 企業の多様化する資金調達ニーズにお応えするため、平成１５年８月に無担保かつ長期の固定金利で資金調達ができる銀行保証付私募債の取り扱いを開始し、平成１７年３月までに、２２件７，１９０百万円を受託し
　　ております。
　　　証券化の取り組みについては、平成１７年３月に滋賀県単独の自治体ＣＬＯに当行は、アレンジャー兼オリジネータとして参加し４４４件１１，００８百万円の貸出債権を証券化いたしました。
 　 　また、第三者保証人不要・無担保での対応が可能な「スーパー速戦力」を平成１６年４月より発売しましたが、その実績は実行ベースで３，０３５件２７，２４８百万円となりました。

Ⅱ．健全性の確保、収益性の向上等に向けた取り組み
   　 厳格なリスク管理に基づく強固な経営基盤と収益力の確保を目指し、新ＢＩＳ規制の対応を視野に入れ、信用リスク管理をより高度化した企業格付制度と取引先管理区分を導入することで、リスクに応じた審査を可能
　　にする体制を整えました。

　平成１６年度までの「集中改善期間」中において、当行は「地域社会との共存共栄」の理念に基づき、中小企業金融再生および健全性、収益性の向上等に向け、従来からの取り組みを一層強化してまいりました。今後
も、平成１６年４月からスタートした新世紀第２次長期経営計画のメインテーマである「ビジネスモデルの変革による収益力の強化」に取り組み「企業価値」の向上に努めてまいります。

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み
★創業・新事業支援機能等の強化
  　　平成９年から取り扱いを開始した３，０００万円までなら無担保でもご融資する「しがぎんニュービジネスサポート資金」や「ベンチャー支援ファンド」等の投融資実績は、４件の１０１百万円（融資２件５０百万円・
    投資２件５１百万円）となりました。
★取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化、早期事業再生に向けた取り組み
    　「企業経営支援室」を中心に取引先企業の経営改善指導に取り組んだ結果、８先の債務者区分の改善につながりました。
    　また、経営相談・支援機能において付加価値の高い業務ができるよう人材育成にも取り組んでおります。
★新しい中小企業金融への取り組みの強化
   　 企業の多様化する資金調達ニーズにお応えするために取り扱いを開始した銀行保証付私募債は、６件１，６５０百万円を受託しております。
　　　証券化の取り組みについては、平成１７年３月に滋賀県単独の自治体ＣＬＯに、当行はアレンジャー兼オリジネータとして参加し、４４４件１１，００８百万円の貸出債権を証券化いたしました。
 　 　また、第三者保証人不要・無担保での対応が可能な「スーパー速戦力」の実績は、実行ベースで１，４２７件１２，８１４百万円となりました。

Ⅱ．健全性の確保、収益性の向上等に向けた取り組み
   　 厳格なリスク管理に基づく強固な経営基盤と収益力の確保を目指し、新ＢＩＳ規制の対応を視野に入れ、信用リスク管理をより高度化した企業格付制度と取引先管理区分を導入することで、リスクに応じた審査を可能
　　にする体制を整えました。
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５．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み 備　　　考　

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 （１６年１０月～１７年３月）
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 審査ノウハウを支店
へ還元し、さらなる審
査能力の向上に取り
組み、管理機能を充
実します。

審査ノウハウの支
店還元等に取り組
みます。

同左 ・審査部初審（一次審査者）を中心に、業種
  別の審査ノウハウを整理および更新中で
　す。
・16年3月レイアウト変更を行い、従来以上
　に地区審査役と初審の連携強化を図りま
　した。

・更なる審査態勢強化をめざし、審査部内
　（審査Ｇ、管理Ｇ、企画Ｇ）で企業審査と
　案件審査のあり方を定期的に検討してい
　ます。
・業種別審査ノウハウは融資支援システム
　ガイダンスを通じて営業店に還元しまし
　た。
・企業審査強化の観点から、審査役を含め
　た完全業種別審査体制への移行を決定し
　ました。

・業種別情報、審査ノウハウ蓄積による当行全体
　の審査能力向上および調査機能、情報蓄積機
　能、管理機能の向上をめざします。

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を
目的とした研修の実施

人材の育成を目的と
した研修等を実施し
ていきます。

中小企業大学校へ
の派遣、各種講座
開講・セミナーの受
講等により人材育
成を図ります。

「技術の目利き」研
修等を検討してい
きます。

・事業資金実践講座  15年6、7月実施40名
 受講｡
・法人渉外実践講座  15年・16年計4回実施
  128名 受講｡
・中小企業大学校派遣行内選抜を毎年実
　施し､年間2名を派遣しております｡
・株式公開講座　16年10月実施81名受講｡
・地銀協主催「営業店役席者講座」16年11
　月現業店から1名受講｡
・地銀協主催「企業価値研究講座」15年12
　月審査部から1名受講、15年2月 人事部
　（研修担当）から1名受講｡
・「目利き」通信講座 15年下期から90名受
　講（地銀協、きんざい）

・中小企業大学校　10月より1名派遣｡
　（年間計2名）
・「目利き研修」ソリュ－ションビジネス実践
　講座　11月実施　84名受講｡
・企業訪問環境セミナ－　11月実施　42名
　受講｡
・目利きの通信講座　40名受講｡
　（地銀協、きんざい）

・企業の目利きができる知識・ノウハウを持った人
　材の育成を目的とした実践トレーニング、研修の
　実施をいたします。

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行
との連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

産学官金（金融）の連
携で積極的に中堅・
中小企業を支援して
いきます。

産学官や日本政策
投資銀行と連携し
取り組みます。

同左 ・平成15年度及び平成16年度とサタデー
  起業塾を年5回開催。「産学連携」をテー
  マに「野の花応援団」加入7大学による
  ポスターセッションおよび、講演会や交
  流会を開催。平成15年度は受講者約
   170名、16年度は約150名。
・16年8月、日本政策投資銀行と協調し
  ベンチャー企業向けの新たな無担保融
  資スキームである新株予約権付融資
  20百万円を実行しました。又、16年9月
　には、地銀単独としては全国初となる
　新株予約権付融資10百万円も実行しま
　した。
・近畿地区産業クラスターサポート金融
  会議は第1回～第4回まで全て出席い
  たしました。

・10月9日、滋賀大学・滋賀県立大学・長浜
  バイオ大学、11月27日、立命館大学、2月
  26日、龍谷大学の協力を得て産学連携の
  出会いの場のためのサタデー起業塾を開
  催しました。
・16年度サタデー起業塾参加者中、10社が
  新たに産学連携を開始され、産学連携奨
  励金「しがぎん野の花賞」を贈呈（17年2
  月)しました。
・「しがぎんニュービジネスサポート室」の
  オー プンを記念して、弊行と大阪証券取
  引所の主催による「しがぎん株式公開セ
  ミナー」を開催（16年11月)

・産学官金（金融）の連携で積極的に新規創業の
　ベンチャー企業や第二創業の中堅・中小企業を
　支援し、地域経済の活性化に貢献いたします。

進捗状況項　　　　　目 スケジュール
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（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

具体的な案件を通じ
て実効を上げていく
予定です。

有望なニュービジ
ネス先を発掘・支
援してまいります。

同左 ・ニュービジネス協議会を開催し実行した
   投融資実績(15年4月～17年3月累計)
   融資15件／465百万円、投資 10件／387
   百万円。
・中小公庫、商工中金と業務連携の覚書
   を調印(平成16年2月末)。
・日本政策投資銀行と協調し、草津市内の
   ベンチャー企業に対し、新株予約権付融
   資20百万円(無担保、期間5年)を実行。

・ニュービジネス協議会を開催し実行した投
　融資実績(16年10月～17年3月)、融資2件
　／50百万円、投資2件／51百万円。

・地域金融機関として、外部支援機関（VC、大学、
  公設試験場等）と幅広く連携し、ベンチャー企業
  の発掘・支援に積極的に取り組みます。

（５）中小企業支援センターの活用 定期的な情報交換会
を開催するとともに、
滋賀県産業支援プラ
ザと連携していきま
す。

産業支援プラザと
情報交換会を実施
していきます。

同左 ・滋賀県産業支援プラザや公設試験場等
  と連携した目利き、資金支援、業務斡旋
  等を実施。
・産業支援プラザ主催の「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ
  2003」（15年11月19日）・「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄ
  ﾅｰ2004」（16年10月8日）へ取引先から
  出展企業を紹介、また当行相談ﾌﾞｰｽも
  出展。
・各種公的支援策の内容を行員に浸透さ
  せるため、滋賀県、京都府、京都市なら
  びに各地中小企業支援センターのＨＰ、
  中小企業庁のＨＰを行内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄで閲
  覧可能としております。

・「しがぎん株式公開セミナー」を主催 当行・
　（株）大阪証券取引所  後援 滋賀県産業
　支援プラザ・大津商工会議所で11月19日
　に開催し「コラボしが21」入居団体のコラ
　ボレーションを実現しております。

・中小企業支援のための公的支援施策の活用方
　法等について取引先へ積極的に周知活動を行
　ない、滋賀県産業支援プラザと連携してまいり
　ます。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの
整備

コンサルティング機
能、情報提供機能を
強化いたします。

現状の体制の中で
実効を上げてまい
ります。

同左 ・16年9月6日に、ｅ－ＫＥＩＢＵＮ（インターネ
　ットビジネスサイト）をバージョンアップし
　リリースいたしました。
・従来からのサービスである経営情報の提
　供に加えまして、ビジネスマッチングや経
　営相談の仕組みを追加しました。

・16年9月6日にリリースした、ｅ－ＫＥＩＢＵＮ
　（インターネットビジネスサイト）のコンテン
　ツの充実、会員増強、利用促進を行いま
　した。

・地域金融機関として、中小企業に対するコンサル
　ティング機能、 情報提供機能をより強化してまい
　ります。

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生
防止のための体制整備強化並びに実績公表 （別紙様式３－２、３－３、３－４及び３－５参照）
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（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 地銀協を中心とした
行外研修への派遣及
び行内研修等の充実
をしてまいります。

中小企業大学校へ
の派遣、各種講座
開講・セミナーの受
講等により人材育
成を図ります。

地銀協による「中
小企業支援スキル
向上研修」への派
遣等を行ってまいり
ます。

・FP実践講座、実践特別講座１５年・１６年
　計　１００名受講。
・法人渉外実践講座１５年・１６年計４回
　実施　１２８名受講。
・法人新規開拓実践セミナ－１６年１１月
　実施　１２０名受講。
・キャッシュフロ－・資金繰り分析講座１７年
　１月に実施 ４０名受講。
・財務分析基礎講座１６年１月・１７年１月
　実施　計８０名受講。
・地銀協主催「中小企業経営支援講座」「営
　業店役席講座」１６年１０、１１月
　計２名受講。
・マル保推進基礎講座１６年１月・１７年２月
　に実施 計５３名。
・中小企業支援の通信講座の受講推奨。

・法人融資渉外実践講座 ５３名 １０月実施。
・ＦＰ実践講座①②　８６名　１１月実施。
・法人新規開拓実践セミナ－１１月実施
　１２０名受講。
・業種別管理会計実務セミナ－（建設業）
　１２月実施　１２４名受講。
・キャッシュフロ－・資金繰り分析講座
　１月実施　４０名受講。
・財務分析基礎講座　４０名　１月実施。
・地銀協主催「中小企業経営支援講座」
　１０月実施 営業店から１名受講。
・地銀協主催「営業店役席講座」　１１月
　営業店から１名受講。
・中小企業支援の通信講座　２３名受講。
　（地銀協・経済法令）
・ＦＰ技能検定資格取得状況（１７年３月末）
　１級：７５名、２級：８２２名、３級：９１１名
　合計１，８０８名

・中小企業の経営改善が指導できる知識・ノウハ
　ウを持った人材の育成を目的とした研修・実践ト
　レーニングの実施をいたします。

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力 引続き各種経済団体
への出向や関連会社
でのセミナーを実施
いたします。

経済団体、県の外
郭団体等への出向
等を検討しておりま
す。

同左 ・各種経済団体への出向
　　　滋賀経済同友会     1名
　　　滋賀経済産業協会   1名
　　　滋賀産業支援プラザ 2名
　　　滋賀総合研究所     1名
・16年1月　｢目利き･中小企業支援研修｣
　(行内研修)の実施。
　滋賀県産業支援プラザより2名の講師を
　招聘し、営業部店を中心に63名が受講。

・各種経済団体への出向
　　　滋賀経済同友会     1名
　　　滋賀経済産業協会   1名
　　　滋賀産業支援プラザ 2名
　　　滋賀総合研究所     1名

・地域金融機関として、地域の人材育成に対して、
　これまでと同様に協力してまいります。

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期事
業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

「再生支援先」を中心
に集中的に取り組み
ます。

絞り込んだ「再生支
援先」に対する支
援を行う中で適用
先を検討してまいり
ます。

進捗状況に応じて
対象先を洗替える
とともに、適用先を
検討してまいりま
す。

・現在進行中の案件は1件、「再生支援先」
　の中からさらに絞り込みを行い、積極的
　に取り組みました。

・現在進行中の案件は1件、「再生支援先」
　の中からさらに絞り込みを行い、積極的に
　取り組みました。

・新しく「企業経営支援室」を設置し、その中で、適
  切な再建計画を前提としてプリパッケージ型事業
　再生（民事再生法等の活用）に、より積極的に取
　り組んでいきます。

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取
組み

研究、検討をしていき
ます。

同上 同上 ・具体的な再生スキームを研究、検討し、
　16年7月に「しが事業再生支援ファンド」
　を組成し、3先ファンドへの組み入れを
　行いました。

・16年下期において、他の組み入れ先を検
　討いたしましたが、具体的な組み入れ先は
　ありませんでした。

・企業再生ファンドを組成し、対象先の絞込みも
　行い、ファンド案件として組み入れ済み。
　引き続き、他の組み入れ先を検討してまいりま
　す。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 プリパッケージ型事
業再生とリンクさせな
がら活用してまいりま
す。

同上 同上 ・現在、DIPファイナンス1件実施中です。ま
　た、DESについても1件実施済みです。

・現在、DIPファイナンス1件実施中です。 ・「企業経営支援室」において、特に優先して再生
　支援を行う「再生支援先」を中心にプリパッケー
　ジ型事業再生（民事再生法活用）とリンクさせな
　がら活用してまいります。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活用 積極的に検討し、活
用してまいります。

同上 同上 ・引き続き、「再生支援先」を中心に活用を
　検討いたしております。

・引き続き、「再生支援先」を中心に活用を
　検討いたしております。

・「企業経営支援室」において、特に優先して再生
　支援を行う「再生支援先」を中心に「中小企業再
　生型信託スキーム」等の利用を積極的に検討し､
　活用してまいります。

（５）産業再生機構の活用 産業再生機構の活用
を検討してまいりま
す。

同上 同上 ・「再生支援先」を中心に活用を検討いたし
　ました。

・「再生支援先」を中心に活用を検討いたし
　ました。

・「企業経営支援室」において、特に優先して再生
　支援を行う「再生支援先」を中心に産業再生機
　構の活用を検討いたしました。

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 中小企業再生支援協
議会の活用を検討し
てまいります。

同上 同上 ・中小企業再生支援協議会と積極的に相
　互協力した結果、協議会の完了案件とな
　った先もあります。

・数先で中小企業再生支援協議会と相互協
　力しました。
・協議会の完了案件となった先もあります。

・「企業経営支援室」において、早期に経営改善
　に取り組む「経営支援先」を中心に、中小企業
　再生支援協議会の活用を検討して対応する予
　定です。
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（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリ
スト）の育成を目的とした研修の実施

専門的ノウハウを持
つ人材育成を目的に
トレーニング、研修を
実施していきます。

中小企業大学校へ
の派遣、各種講座
開講・セミナーの受
講等により人材育
成を図ります。

企業再生支援に取
組む中で人材育成
を図ります。

・企業再生講座１５年９月・１７年１月実施
　受講者計１３２名。
・債権管理回収講座 １６年３月実施
　８０名受講。
・地銀協主催「企業再生実務講座」
　１６年１１月１名受講。
・地銀協主催「リスク管理研究講座」
　１５年１０月１名受講。
・きんざい主催「事業再生人材育成講座」
　１５年１２月に３名受講。
・きんざい主催「中小企業事業再生実例
　演習スク－ル」受講１６年１月２名受講。
・地銀協他企業再生関連通信講座
　５８名受講。

・債権管理回収講座　８０名　１月実施。
・地銀協主催「リスク管理研究講座」１０月
　実施 審査部から１名受講。
・地銀協主催「金融法務研究講座」１月実施
　審査部から１名受講。
・企業再生の通信講座。
　（地銀協・銀行研修社）

・企業再生を指導できる知識・ノウハウを持った人
　材の育成を目的とした実践トレーニング、研修の
　実施をいたします。

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の促進等。第三者保証
の利用のあり方

ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ等導入
検討、経営改善ｱﾄﾞﾊﾞ
ｲｽ能力を養成してま
いります。

ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを活
用した新たな推進
体制を検討いたし
ます。

ｽﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽへの
検討を踏まえ具体
的な対応をいたし
ます。

・ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを導入した新たな営業体
　制、推進体制を構築中です。
・滋賀県信用保証協会と提携した新商品
　「スーパー速戦力」の取扱を16年4月か
　ら開始しました。また、17年2月には京都
　信用保証協会とも提携を行いました。「ス
　ーパー速戦力」は発売以来1年間で、
　3,035件の利用をいただきました。

・ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを導入した新たな営業体
　制、推進体制を構築中です。
・16年4月から発売した「スーパー速戦力」
　は、16年下期中に1,427件の利用をいた
　だきました。

・企業格付制度の見直しを含めた中で、ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓ
　ﾃﾞﾙの導入とｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを活用した新たな推進
　体制および商品を検討しており、第三者保証人
　不要・無担保で対応できる「スーパー速戦力」を
　第1弾として新たな展開を行います。

（３）証券化等の取組み 私募債、ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰ
ﾝ等について、小口化
した展開を検討いた
します。

中堅・中小企業向
け銀行保証付私募
債、ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝを
推進してまいりま
す。

証券化等について
の方向性を検討い
たします。

・滋賀県単独の自治体ＣＬＯを実施し、当
　行がアレンジャー兼オリジネーターとし
　て、滋賀県全体で588件13,883百万円
　を証券化いたしました。
・中小企業向けのシンジケートローンの組
　成を合計2件実施いたしました。
・銀行保証付私募債を発売（15年8月1日）
　し、22件の引受となりました。

・滋賀県単独の自治体ＣＬＯを実施し、当行
　がアレンジャー兼オリジネーターとして、17
　年3月に滋賀県全体で588件13,883百万
　円を証券化いたしました。
・中小企業向けのシンジケートローンの組成
　を17年3月に1件実施いたしました。
・銀行保証付私募債の引受が、1６年下期実
　績6件となりました。

・証券化等に関しては、自治体と共同したＣＬＯを
　滋賀県単独で実施しました。当行がアレンジャー
　となり地域での新たな資金循環を実現するスキ
　ームは、地域に対して大きな意義があったととも
　に、今後の当行の新たな営業展開に活用したい
　と考えています。

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プ
ログラムの整備

より精緻な信用格付
への対応を継続いた
します。

より精緻な信用格
付への対応を継続
いたします。

同左 ・新ＢＩＳ規制を踏まえた中で、より精緻な
　信用格付への対応を検討中であり、17
　年上期の導入を計画しています。

・新ＢＩＳ規制を踏まえた中で、より精緻な信
　用格付への対応を検討中であり、17年上
　期の導入を計画しています。

・企業格付制度の中で、信用格付に直接ｲﾝｾﾝﾃｨ
　ﾌﾞが付けられる評価体系となっており、現状を継
　続します。
・信用リスク管理をより高度化した企業格付制度
　と取引先管理区分の導入を計画しています。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 地銀協が中心となり
リスク管理高度化に
向けた共同対応を検
討中です。

地銀協が中心とな
り、上記に関するシ
ステムの共同開発
を実施しておりま
す。

新共同システムの
本格稼動（平成16
年秋）を予定してお
ります。

・新共同システムは、16年12月に「信用リ
　スク情報統合システム」（CRITS）として本
　格稼動しました。
・当行でも新ＢＩＳ規制対応を視野に入れた
　信用リスク管理の高度化を検討中です。

・新共同システムは、16年12月に「信用リ
　スク情報統合システム」（CRITS）として本
　格稼動しました。
・当行でも新ＢＩＳ規制対応を視野に入れた
　信用リスク管理の高度化を検討中です。

・地銀界の共同対応の内容として、新データベース
　システムの構築、財務スコアリングモデルの開発
　等対応予定です。
・当行では、上記共同対応事項による支援を得て
　信用リスクデータベースの有効活用の研究を行
　います。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容
等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

お客さまとの情報共
有と相互理解の向上
という観点から、態勢
の確立と機能強化に
取り組みます。

行内規程の整備状
況等、現状態勢の
点検を実施いたし
ます。

現状態勢の点検を
踏まえて、行内規
程等を充実いたし
ます。

・行内規程の整備状況等、現状態勢の点
　検を実施しました。平成16年上期より具
　体的な再整備に着手し、次のような事項
　を中心に説明態勢の強化に努めました。
　①行内規程の見直し
　②各種契約書の複写化による顧客への
　　 契約書写しの交付徹底
　③行内研修の実施等による行員教育

・行内規程の一部改定を行うとともに、担保
　差入契約書等の複写化による顧客への契
　約書の写しの交付および契約内容の説明
　の徹底を図りました。また、根保証契約に
　関する民法改正に伴い、根保証契約書の
　改正ならびに顧客への十分な説明につい
　て営業店への周知徹底を図るなど、与信
　取引関する顧客への説明態勢の強化に努
　めました。

・行内規程等の見直し・改正を行うとともに、行内
　研修等を通じて行員への周知徹底を図っていき
　ます。
・「与信取引（貸付契約及びこれに伴う担保・保証
　契約）に関する顧客への説明態勢及び相談苦情
　処理機能」について、お客さまとの情報共有と相
　互理解の向上という観点から、現状態勢を点検
　するとともに、説明態勢の確立と機能強化に取り
　組んでいきます。
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（３）相談・苦情処理体制の強化 お客さま満足度を念
頭においた適切な、
苦情・トラブル対応を
心掛け、誠意ある迅
速な対応を図るため
体制の強化に努めま
す。

「苦情処理基本方
針」の内容につい
て、全職員へ再確
認と徹底を行い、
定着を図ります。

同左 ・臨店指導を実施し、「苦情処理基本方針」
 の徹底を図りました。
・毎月開催の「苦情・トラブル対応策検討
　会」にて、苦情・トラブルの要因分析を行
　い、未然・再発防止につなげ、お客さま満
　足度を念頭においた、相談・苦情処理体
　制強化と問題解決能力の向上に努めまし
　た。

・通牒、総務部ニュース、本部研修を通じ
　「苦情処理基本方針」の徹底を図りまし
　た。
・毎月開催の「苦情・トラブル対応策検討
　会」にて、苦情・トラブルの要因分析を
　行い、未然・再発防止につなげ、お客さ
　ま満足度を念頭においた、相談・苦情処
　理体制強化と問題解決能力の向上に努
　めました。

・苦情・トラブルの発生状況と、主な事例を通牒、
　研修、臨店指導等を通じて取り上げ、注意喚起
　および、未然・再発防止に努めます。

６．進捗状況の公表 進捗状況を半期毎、
決算発表に合わせて
公表いたします。

半期毎の決算発表
時に進捗状況を公
表いたします。

同左 ・平成15年11月の中間決算発表時に、ホー
　ムページおよびニュースリリースにて第１
　回の公表以降、各決算毎に公表を実施し
　ております。
・また、平成16年7月発行のディスクロージ
　ャー誌にも取り組み内容について公表い
　たしました。

・平成16年11月に平成16年9月までの進捗
　状況について、ホームページおよびニュー
　スリリースにて公表をいたしました。
・平成17年3月までの進捗についても今回
　（平成17年5月）に公表いたしました。

・ホームページ上に「リレーションシップバンキング
　の機能強化計画策定と進捗状況について」の欄
　をトップに設け、取り組みに関する情報を一元的
　に閲覧できる体制をとっております。
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【以下任意】

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当 厳格な自己査定及び
適切な償却・ 引当の
確保に努めていきま
す。

貸倒引当金の算定
において、引当率
の妥当性について
の検証方法を検討
いたします。

貸倒引当金の算定
において、引当率
の妥当性について
の検証を開始いた
します。

・実態把握に基づく自己査定に努め、営業
　店査定と本部査定の相違原因分析によ
　る課題の把握および行内研修の実施など
　により、自己査定精度の一層の向上を図
　っております。
・破綻懸念先に対する引当金の算定方法
　の改正や不動産担保の鑑定評価の取扱
　いの適正化などを実施し、より厳格な引
　当を実施しました。
・貸倒引当金の引当率について、帝国デー
　タバンクの累積倒産確率や当行内デフォ
　ルト率との比較検証を実施しております
　が、今後は地銀共同開発中の信用リスク
　定量化システムの活用を検討しており

・16年下期においても、実態把握に基づく厳
　格な自己査定に努め、これに基づく適切な
　償却・引当を実施しました。
・今後は、地銀共同開発中の信用リスク定
　量化システムの活用などにより、信用リス
　ク計量の高度化を目指して行きます。

・貸倒引当金の算定における引当率の妥当性の
　検証手法について、一層のレベルアップを検討、
　実施していきます。

・営業店査定と本部査定が相違したものについて
　引き続き原因分析を行い、自己査定の正確性の
　向上に努めます。

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

厳正な検証を実施
し、担保評価方法の
合理性を確保してま
いります。

①鑑定評価厳正化
②処分実績と直近
評価の比較データ
の検証を実施いた
します。

同左 ・鑑定評価であっても担保物件の固有事情
　により処分可能見込額と乖離が生じてい
　るものについては評価を見直すなど、引
　き続き厳正な担保評価を実施いたしまし
　た。また、処分実績と直近評価の比較検
　証を実施し、評価精度の一層の向上を図
　っております。

・鑑定評価であっても処分可能見込額を見
積
　もる際には所要の修正を実施するなど、よ
　り厳正な担保評価を実施いたしました。ま
　た、処分実績と直近評価の比較検証を実
　施し、評価精度の一層の向上を図ってお
　ります。

・引き続き、処分実績と直近評価の比較データを
　蓄積し、評価精度の検証を実施いたします。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

信用リスク管理体制
の更なる高度化をめ
ざします。

非財務評価ウェイ
トの検証、デフォル
ト後の回収情報の
データベース化を
検討いたします。

非財務体系や運用
基準を確定、回収
情報のデータベー
スを構築いたしま
す。

・格付・自己査定システムについては、17年
　5月試行本番、17年10月本稼動の予定で
　準備を行っております。

・信用リスク量を精緻に計測するため、地銀
　共同システムのオプション機能の導入を
　決定しました。
・統計的手法を利用した格付体系の見直し
　を決定し、非財務評価の考え方を一新し
　ます。
・地銀モデルとの相互補完・検証のため
　CRDスコアリングモデルを導入しました。

・格付における非財務評価基準の見直しと運用の
　厳格化を図ります。
・蓄積データの重要性を再認識し、検証体制を高
　度化いたします。

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示（タイムリーディスクロー
ジャーを含む）のための体制整備等

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ｢地域貢献に関する
情報開示等｣の趣旨
はほぼ充足、今後は
内容の一層の充実を
図ります。

地銀協の情報開示
方針を基本に、内
容の充実、表現方
法の工夫を行いま
す。

情報開示に対する
ニーズを吸収しな
がら、情報開示内
容について対応い
たします。

・ディスクロージャー誌については、平成15
　年7月および平成16年7月の2回発刊し、
　また、「営業のご報告」と一体化させた、
　ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌｢なるほどしがぎん｣3
　月期および9月期をそれぞれ6月および
　12月に計4回発刊いたしました。ホーム
　ページにも同内容を掲載し公表をしてお
　ります。

・ 「営業のご報告」と一体化させた、ﾐﾆﾃﾞｨｽｸ
　ﾛｰｼﾞｬｰ誌 ｢なるほどしがぎん｣(平成16年9
　月期）を12月上旬に発刊をいたしました。
　ホームページにも同内容を掲載し公表をし
　ております。

・｢中小企業向け貸出金比率｣、｢地域の中小企業
　向け貸出残高｣など定量的情報について情報開
　示をいたします。

・地元経済の活性化に直結するニュービジネス育
　成のための取組みの成果などについて情報を充
　実いたします。

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

３．その他関連の取組み
                                                                 進捗状況
１５年４月～１７年３月

ございません

項　　　　　目 具体的な取組み
１６年１０月～１７年３月

7 （滋賀銀行）


